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地
代
、家
賃
の
値
上
　

修
正
率
改
正
さ
る

予
ね
て
の
懸
案
で
あ
り
ま
し
た
地

代
家
賃
の
修
正
率
が
こ
の
十
月
十

一
日
か
ら
改
正
さ
れ
る
こ
と
ゝ
な

り
ま
し
た
。

地
代
及
び
家
賃
は
今
回
の
改
正
に

よ
つ
て
修
正
さ
れ
そ
の
率
は
国
民

経
済
の
現
状
に
照
し
て
必
要
最
小

限
の
値
上
に
止
め
地
代
に
つ
い
て

は
ほ
ゞ
地
租
の
増
徴
分
だ
け
の
値

上
げ
に
止
ま
り
家
賃
に
つ
い
て
は

地
租
家
屋
税
の
増
徴
分
の
外
に
修

繕
費
火
災
保
険
料
の
増
額
が
或
程

度
加
味
さ
れ
そ
の
修
正
率
は
現
行

の
統
制
額
(
即
ち
昭
和
二
十
二
年

九
月
一
日
に
修
正
さ
れ
た
額
又
そ

の
後
に
認
可
さ
れ
た
額
)
に
対
す

る
修
正
率
で
あ
り
ま
し
て
修
正
さ

れ
た
額
は
更
め
て
、届
出
又
は
認
可

の
手
続
を
す
る
必
要
あ
り
ま
せ
ん

そ
の
修
正
率
は
次
の
通
り
で
す
。

一
、
家
賃

建
築
の
時
期
　
　
　

修
正
率

昭
和
十
八
年
以
前
　
　

二
・
五
倍

〃
　
十
九
年
二
十
年
　

二
・
二
倍

〃
　
二
十
一
年
　
　
　

一
・
六
倍

〃
　
二
十
二
年
　
　
　

一
・
三
倍

〃
　
二
十
三
年
　
　
　

据

置

二

、
間
代

建
築
の
時
期
　
　
　

修
正
率

昭
和
二
十
年
以
前
　
　

三
・
〇
倍

〃
　
二
十
一
年
　
　
　

二
・
○
倍

〃
　
二
十
二
年
　
　
　

一
・
五
倍

〃
　
二
十
三
年
　
　
　

据

置

三
、地
代

現
行
令
に
よ
る
と
地
代
の
修
正
は

出
来
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
ま
す

が
今
度
の
地
方
税
法
の
改
正
に
伴

う
地
租
の
大
幅
増
徴
が
実
施
さ
れ

た
た
め
現
行
地
代
で
は
地
租
も
支

払
え
な
い
状
態
が
一
般
的
と
な
り

ま
し
た
の
で
地
代
の
修
正
は
停
止

統
制
額
又
は
認
可
統
制
額
に
代
る

額
を
定
め
て
行
う
こ
と
ゝ
な
り
ま

し
た
従
つ
て
昭
和
十
三
年
以
来
停

止
さ
れ
て
い
た
地
代
は
今
回
の
措

置
に
よ
り
自
動
的
に
変
更
さ
れ
た

わ
け
で
あ
り
ま
す
。

但
し
賃
貸
価
格
の
な
い
土
地
に
つ

い
て
は
従
来
の
停
止
統
制
額
又
は

認
可
統
制
額
は
変
更
さ
れ
ま
せ
ん

か
ら
注
意
し
て
下
さ
い
。

な
お
地
代
の
修
正
額
は
土
地
台
帳

法
に
よ
る
賃
貸
価
格
に
よ
り
違
い

ま
す
か
ら
詳
細
は
建
築
課
へ
御
問

合
せ
下
さ
い
。

四
、
権
利
金
の
禁
止

現
行
令
に
よ
る
と
借
主
が
貸
主
に

払
つ
て
ゐ
る
借
地
又
は
借
家
の
権

利
金
は
昭
和
二
十
一
年
九
月
三
十

日
に
存
在
し
た
額
で
停
止
さ
れ
て

い
ま
す
が
以
後
一
切
の
権
利
金
の

受
領
を
認
め
な
い
こ
と
ゝ
な
り
今

後
新
た
に
貸
主
及
び
借
主
の
間
に

借
地
又
は
借
家
の
権
利
金
を
受
領

す
る
こ
と
は
全
面
的
に
禁
止
さ
れ

ま
し
た
。

但
し
営
業
権
の
れ
ん
代
等
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

民
生
委
員
常
務
委
員
の
改
選

民
生
委
員
法
の
制
定
に
伴
い
、
民

生
委
員
は
各
地
域
別
に
協
議
会
を

組
織
し
協
議
会
毎
に
そ
の
代
表
と

な
り
又
会
議
の
議
長
と
な
る
常
務

委
員
一
名
を
互
選
す
る
こ
と
と
な

つ
た
が
、
本
区
内
各
地
区
は
九
月

十
三
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
間
に

夫
々
結
成
を
完
了
し
、
次
の
通
り

常
務
委
員
と
副
常
務
委
員
を
選
任

し
た
。
(
敬
称
略
)

常
務
　

副
常
務

関
屋
　
宮
川
平
五
郞
　

中
村

吉
松

鯨
岡
賴
衞

千
住
　水
野

了
勝

寺
岡

藤
吉

石
井

誠
潔

新
橋
　
大
野
松
太
郞
　

西
澤
敬
光

淸
水
宗
忠

梅
田

第
一

淺
井
辰
五
郞

松
崎
順
赫

内
山
源
七

梅
田

第
二
佐
伯

堅
城

木
島
善
五
郞

武
内

平
吉

本
木

第
一

石
井

敬
道

神
山
淸
太
郞

菊
地
福
藏

本
木

第
二
大
島

祐
成

片
岡
巖

野
本
源
之
丈

五
兵
衛
第
一永

田
有
慶

市
村

貢

靑
木
伊
三
郞

五
兵
衛

第

二

下
島
泰
造

增
田
次
作

渡
邊
吉
藏

沼
田
　小
泉
庫
三

阿
田
川

喜
一

茂
手
木
金
兵
衞

な
ほ
区
単
位
で
九
月
三
十
日
常
務

委
員
会
協
議
会
が
組
織
さ
れ
、
そ

の
議
長
に
は
佐
伯
堅
城
氏
副
議
長

に
は
大
野
松
太
郞
、
石
井
敬
道
の

二
氏
が
選
挙
さ
れ
た
。

〝
秋
の
一
日
を

楽

し

く

〟

秋
季
区
民
大
運
働
会

於
荒
川
放
水
路
グ
ラ
ン
ド

区
で
は
区
民
の
体
位
向
上
の
た
め

区
体
育
会
と
共
同
主
催
で
来
る

十
月
三
十
一
日
(
日
曜
日
)
午
前

八
時
か
ら
荒
川
放
水
路
新
橋
下
グ

ラ
ン
ド
に
秋
季
区
民
大
運
動
会
を

開
催
い
た
し
ま
す
。

種
目
は
百
、
二
百
米
等
を
は
じ
め

ス
プ
ン
、
魚
釣

、ど
じ
よ
う
と
り
、

パ
ン
喰
、
自
転
車
、
縄
跳
、
仕
度

、
お
手
玉
、
抽
せ
ん
、
豆
拾
い
、

番
外
に
は
仮
装
行
列
等
多
種
多
様

に
亘
り
秋
の
一
日
を
区
民
の
皆
様

と
楽
し
く
面
白
く
過
す
に
好
適
と

思
い
ま
す
の
で
御
家
族
同
伴
御
参

加
を
歓
迎
い
た
し
ま
す
。

梅
島
支
所

増
築
工
事
開
始
！

梅
島
支
所
は
、
四
月
に
開
所
以
来

半
年
余
り
に
な
り
ま
し
た
が
、
職

員
の
増
員
等
に
よ
り
益
々
狭
隘
と

な
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
、
一
〇

二
坪
四
合
を
増
築
及
び
模
様
替
す

る
事
に
な
り
、
去
る
九
月
二
十
二

日
工
事
入
札
を
行
い
、予
算
金
額

九
十
八
万
八
千
円
を
以
て
加
藤
棟

秋
氏
が
施
工
す
る
事
に
決
り
十
月

五
日
着
工
以
来
目
下
鋭
意
工
事
中

で
来
る
十
一
月
五
日
頃
に
は
上
棟

式
を
行
い
、
十
二
月
二
十
日
に
は

竣
工
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。

産

業

再

建

ボ

ロ
の
特
別
回
収

皆
さ
ん
の
御
協
力
に
よ
り
昨
年
は

相
当
の
好
成
績
を
挙
げ
ま
し
た
が

今
年
も
賠
償
施
設
の
手
入
布
又
は

引
揚
者
戦
災
者
及
び
一
般
家
庭
の

衣
料
不
足
を
補
ふ
為
め
衣
料
、
蒲

団
綿
等
に
使
用
す
る
(
ボ
ロ
)
の

特
別
回
収
を
左
記
に
よ
り
実
施
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
何
卒
一

般
御
家
庭
の
皆
さ
ん
も
、
会
社
工

場
の
方
々
も
卸
理
解
あ
る
御
協
力

を
御
願
ひ
い
た
し
ま
す
。

記

一
、
品
目
　
綿
、
絹
、
麻
、
人
絹

軍
衣
袴
等
の
ボ
ロ
一
切
(
但
し
油

ボ
ロ
を
除
く
)

二
、
数
量
　

一
家
庭
五
〇
〇
匁
単

位
で
す
が
な
る
べ
く
沢
山
御
出
し

下
さ
い
。
又
五
〇
〇
匁
に
満
た
な

い
場
合
は
御
隣
家
の
方
と
合
わ
せ

て
御
出
し
下
さ
い
。

三
、
買
上
価
格
　
一
貫
に
付
拾
円

四
、
回
収
期
間
　
自
昭
和
二
十
三

年
十
月
下
旬
至
同
年
十
一
月
下
旬

五
、
集
荷
場
所
　
追
つ
て
供
出
期

日
を
決
め
ま
す
か
ら
そ
の
時
最
寄

り
の
小
学
校
に
御
持
寄
下
さ
い
。

六
、
報
償
物
資
　
供
出
さ
れ
た
方

に
は
二
本
に
一
本
の
当
り
籖
で
左

の
物
資
を
有
償
で
特
配
致
し
ま
す

学
童
服
、
作
業
ズ
ボ
ン
、
運
動
靴

手
拭
そ
の
他
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足立区 の棄権率

0. 697

低調極 る教育委員選挙

去
る
十
月
五
日
行
わ
れ
た
教
育
委

員
の
選
挙
が
全
国
的
に
低
調
を
極

め
た
の
は
啓
発
宣
伝
の
不
徹
底
と

候
補
者
の
経
歴
が
一
般
に
不
明
で

あ
っ
た
こ
と
に
大
き
な
原
因
が
あ

つ
た
と
思
は
れ
ま
す
が
当
区
に
於

い
て
も
十
二
万
五
千
人
の
有
権
者

中
八
万
六
千
人
が
尊
い
権
利
を
棄

て
ゝ
お
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
は
教
育
が
不
当
な
支
配

に
服
す
る
こ
と
な
く
国
民
全
体
に

対
し
直
接
に
責
任
を
負
つ
て
行
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
自
覚
の

も
と
に
地
方
の
実
状
に
即
し
た
教

育
行
政
を
行
う
た
め
に
そ
の
地
方

の
住
民
の
意
志
と
責
任
に
お
い
て

住
民
の
中
か
ら
適
当
な
人
を
選
び

出
さ
う
と
い
う
極
め
て
重
大
な
選

挙
で
あ
つ
た
ゞ
け
に
、
こ
の
棄
権

率
の
高
か
つ
た
の
は
誠
に
残
念
で

あ
り
ま
す
。

棄
権
率
は
全
国
の
平
均
〇
、
四
三

三
都
に
於
い
て
は
〇
、
七
〇
六
都

の
二
十
三
区
を
見
ま
す
と
〇
、
七

三
〇
と
な
つ
て
お
り
都
会
地
の
棄

権
率
の
高
か
つ
た
の
は
一
考
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
は
れ
ま
す
。

因
に
当
区
の
棄
権
率
に
つ
い
て
は

次
の
表
を
掲
げ
皆
さ
ん
の
参
考
に

い
た
し
ま
せ
う
。

区
衛

生
課

保
健
所

へ
統

合

十
月
一
日
か
ら
〝
新
制
足
立
保
健
所
〟

連
合
軍
当
局
の
指
示
と
保
健
所
法

改
正
の
趣
旨
に
則
り
、
保
健
衛
生

機
構
(
衛
生
課
)
が
区
か
ら
離
れ

て
第
五
保
健
所
(
高
砂
町
九
八
)

に
統
合
せ
ら
れ
去
る
十
月
一
日
か

ら
新
し
く
足
立
保
建
所
と
し
て
発

足
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
衛
生
行
政
の
改
革
に
よ
つ
て

今
ま
で
区
役
所
の
衛
生
課
で
と
り

あ
つ
か
つ
て
お
り
ま
し
た
事
務
は

総
て
保
健
所
へ
移
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
が
建
物
の
関
係
上
当

分
の
間
旧
衛
生
課
は
区
役
所
の
中

で
事
務
を
と
つ
て
お
り
ま
す
。

区
民
の
皆
様
へ

御

注

意

区
役
所
衛
生
課
で
取
扱
つ
て
ゐ
た

仕
事
は
す
べ
て
保
健
所
に
移
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
が
次
の
事
項
は

区
役
所
で
取
扱
ひ
ま
す
。

一
、埋
火
葬
の
認
可
を
受
け
る

時
は
予
め
死
体
検
案
の
検
印

を
保
健
所
で
受
け
区
役
所
、

支
所
に
許
可
申
請
を
す
る
こ
と
。

二
、
母
子
手
帳
の
交
付
は
保
健

所
で
行
ひ
ま
す
が
、
母
子
手

帳
に
よ
る
衣
料
、
バ
タ
ー
等

の
配
給
は
従
来
通
り
区
役
所

で
扱
ひ
ま
す
。

下
水
路
を

愛
護
し
ま
し
ょ
う

当
足
立
区
は
非
常
に
低
湿
地
で
あ

り
ま
し
て
毎
年
雨
季
に
な
り
ま
す

と
降
雨
の
都
度
広
範
な
地
域
が
浸

水
致
し
区
民
の
皆
様
に
御
迷
惑
を

お
懸
し
て
ゐ
る
実
情
で
あ
り
ま
す

こ
れ
は
勿
論
水
路
の
不
完
全
と
排

水
施
設
の
不
備
に
因
る
の
で
あ
り

ま
す
が
又
平
時
に
於
い
て
区
民
の

皆
様
が
水
路
を
愛
護
し
て
戴
く
事

が
最
も
大
切
な
事
で
あ
り
ま
す
こ

れ
か
ら
渇
水
期
に
な
り
ま
す
と
水

路
の
大
切
な
事
が
一
般
に
忘
れ
勝

に
な
り
ま
し
て
水
路
や
側
溝
雨
水

桝
に
塵
芥
厨
芥
其
他
の
汚
物
を
捨

て
ら
れ
ま
す
と
こ
れ
が
埋
れ
て
少

し
の
降
雨
で
も
雨
水
の
流
入
を
妨

げ
直
ぐ
に
其
の
附
近
は
氾
濫
し
て

住
民
や
交
通
の
迷
惑
と
な
り
ま
す

又
投
入
さ
れ
た
塵
芥
厨
芥
は
下
流

の
水
門
や
堰
枠
暗
渠
或
は
排
水
場

に
流
れ
込
み
流
水
の
疎
通
を
妨
げ

た
り
大
切
な
排
水
機
の
故
障
を
生

す
る
原
因
に
も
な
り
ま
す
区
役
所

で
も
つ
と
め
て
水
路
の
浚
渫
を
し

て
い
ま
す
が
何
分
に
も
時
局
下
の

手
不
足
と
予
算
の
不
足
の
た
め
に

完
全
に
行
き
届
か
な
い
実
情
に
あ

り
ま
す
の
で
区
民
の
皆
様
も
自
家

地
先
の
下
水
路
側
溝
雨
水
桝
は
吾

が
家
の
庭
先
と
思
つ
て
日
常
率
先

し
て
こ
れ
を
掃
除
し
て
戴
く
様
御

協
力
を
お
願
ひ
い
た
し
ま
す
。
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区
議
会
の
動
き

常
任
委
員
会

〔
総
務
委
員
会

〕

○
九
月
十
八
日
委
員
会
室
に
開
会

、足
立
区
役
所
梅
島
支
所
増
築

に
つ
い
て
審
議
を
行
つ
た
結
果

、大
体
予
算
の
見
透
し
も
つ
い

た
の
で
工
事
の
契
約
締
結

に
つ

い
て

、
早
急
に
入
札
の
手
続

き

を
進
め
る
こ

と
に
決
定
し
た

○
十
月
十
二
日
委
員
会
室
に
開
会

、理
事
者
よ
り
(
1
)
梅
島
支
所
増

築
工
事
の
入
札
(
2
)
区
立
保
育
園

の
都
移
管
に
つ
い
て
、こ
れ
の

関
係
条
例
の
廃
止
、(
3
)
新
保
健

所
設
置
に
よ
る
区

役
所
衛

生
課

の
廃
止
等

に
つ

い
て
報
告
を
聴

取
し
次
ぎ
に
区
議
会
議
長

よ
り

、
区
長

、
議
長
協
議
会
の
経
過

に
つ

い
て
説
明
が
あ
つ
た

〔
教
育
委
員
会

〕

○
九
月
二
十
五
日
委
員
会
室
に
開

会
左
の
案
件
に
つ

い
て
審

議
し

た
一
、教
育
委
員
選
挙
啓
発
運
動
に

つ
い
て
…
…

「
こ
の
選
挙
の

意
義
を
よ
く
理
解
さ
せ
る
為

に
理
事
者
側
に
於
て
た
て
た

諸
行
事
の

計
画

を
検
討
の
上

採
択
す
る
」

二

、
図
書
館
設
立
に
つ
い
て
…
…

現
在

千
住
元
町
の
区
立
第
三

中
学
校
内
に
軍
政
部
読
書
室

が
設
け
ら
れ
て
居
る
が
此
の

外
に一

般
の
図
書
館
を
堤
南

堤
北
に
各
一
ケ
所
宛
設
立
す

べ
く
そ
の
具
体
策
を
検
討
し

た
が
尚
決
定
に
至
ら
ず
再
度

研
究
す
る
こ
と
に
決
定

○
陳
情
…
…
最
近
東
淵
江
小
学
校

通
学
区
域
内
の
児
童
数
が
急
激

に
増
加
し
て
そ
の
収
容
が
困
難

に
な
り
、
「
放
置
し
」
難
い
も

の
が
あ
る
の
で
九
月
二
十
一
日

区
議
会
正
副
両
議
長
教
育
委
員

長
教
育
委
員
一
同
は
都
議
会
議

長
及
び
都
教
育
局
に
対
し
同
方

面
ヘ
小
学
校
を
新
設
す
る
よ
う

陳
情
を
行
つ
た
。

〔
厚
生
委
員
会
〕

○
九
月
十
日
委
員
会
室
に
開
会
理

事
者
よ
り
所
管
事
項
並
び
に
会

議
案
件
の
説
明
あ
つ
て
審
議
に

入
り
衛
生
組
合
解
体
後
に
於
け

る
衛
生
対
策
に
つ
き
意
見
を
交

換
を
し
た

○
九
月
二
十
日
委
員
会
室
に
開
会

今
度
区
の
衛
生
事
務
が
全
部
十

月
一
日
よ
り
足
立
保
健
所
へ
移

管
さ
れ
る
に
つ
い
て
理
事
者
よ

り
こ

れ
の
経
過
報
告
並
び
に
説

明
が
あ
つ
て
審
議
に
入
り
委
員

会
と
し
て
は
当
区
の
広
大
な
る

地
域
に
於
て
一
ケ
所
の
保
健
所

だ
け
で
は
完
全
な
る
衛
生
行
政

を
行
ふ
こ
と
が
困
難
で
あ
り
且

又
現
在
の
保
健
所
は
交
通
の
便

が
悪
く
区
民
に
不
便
で
あ
る
の

で
取
敢
へ
ず
区
役
所
内
に
派
出

所
を
置
き
将
来
は
二
ケ
所
に
増

設
す
る
意
向
を
決
定
し
都
当
局

と
打
合
せ
る
こ
と
に
決
定
し
た

○
十
月
一
日
委
員
会
室
に
開
会
理

事
者
よ
り
(
保
育
園
移
管
に
つ

い
て
)
説
明
が
あ
り
、審
議
の

結
果
委
員
会
は
原
案
を
承
認
し

た

★
　
　
　
　
　

★

〔
経
済
委
員
会
〕

○
九
月
三
十
日
委
員
会
室
に
開
会

委
員
長
よ
り
二
十
三
区
経
済
委

員
長
連
合
会
の
経
過
報
告
、理

事
者
か
ら
所
管
事
項
に
関
し
報

告
が
あ
つ
て
(
食
糧
問
題
に
つ

い
て
)
審
議
し
た

○
十
月
六
日
千
住
、
西
新
井
両
食

糧
公
団
に
於
け
る
主
食
配
給
操

作
の
実
地
調
査
を
行
ふ

〔
土
木
委
員
会
〕

○
八
月
二
十
六
日
議
事
堂
に
開
会

理
事
者
よ
り
所
管
事
項
の
説
明

が
あ
つ
て
(
裏
門
堰
排
水
場
に

つ
い
て
)
審
議
し
た

○
九
月
九
日
委
員
会
室
に
開
会
左

記
(
1
)
(
2
)
に
つ
き
慎
重
審
議
し
た

(
1
)
都
バ
ス
系
統
変
更
並
び
に
休

線
系
統
復
活
に
つ
い
て

土
木
委
員
会
と
し
て
は
西
新

井
―
―
王
子
間
の
都
バ
ス
を

池
袋
駅
迄
延
長
す
る
こ
と
に

決
定
し
こ
れ
が
実
施
に
当
つ

て
は
関
係
当
局
に
陳
情
す
る

こ
と
ゝ
な
り
同
時
に
戦
時
中

廃
止
と
な
つ
た
江
北
橋
―
―

浅
草
間
都
バ
ス
系
統
線
の
復

活
も
一
応
陳
情
す
る
こ
と
ゝ

内
定
し
こ
の
陳
情
は
全
議
員

を
も
つ
て
之
を
行
ふ
こ
と
に

し
た
の
で
恵
ま
れ
ぬ
足
立
区

の
交
通
機
関
も
近
き
将
来
に

は
戦
前
以
上
の
復
活
が
見
ら

れ
る
こ
と
に
な
ら
う
。

(
2
)
補
修
道
路
予
定
箇
所
の
補
修

順
位
に
つ
い
て

今
回
都
の
予
算
に
計
上
さ
れ

た
道
路
維
持
費
、材
料
費
の

中
の
相
当
額
が
足
立
区
の
道

路
補
修
費
に
充
て
ら
れ
る
こ

と
ゝ
な
り
補
修
順
位
は
区
に

於
て
定
め
る
こ
と
に
な
つ
て
居

る
の
で
、
土
木
委
員
会
並

び
に
理
事
者
に
於
て
は
区
内

各
道
路
の
調
査
を
行
ひ
其
の

順
位
を
決
定
し
、
こ
れ
を
都

へ
報
告
し
た

。
従
つ
て
今
後

は
此
の
順
位
に
よ
つ
て
重
点

的
に
補
修
が
加
へ
ら
れ
る
筈

で
あ
る
。

○
九
月
十
六
日
関
東
配
電
へ
陳
情

風
水
害
期
を
控
へ
て
多
年
懸
桑

中
の
裏
門
堰
排
水
場
工
事
も
愈

々
そ
の
完
成
が
近
づ
き
つ
ゝ
あ

る
が
電
力
工
事
の
面
が
遅
延
し

て
お
る
様
で
あ
る
の
で

、
こ
の

工
事
の
促
進
を
図
る
為
、
折
柄

の
荒
天
を
冒
し
て
関
東
配
電
へ

陳
情
す
る
と
共
に
工
事
現
場
を

往
復
し
そ
の
進
捗
に
努
力
し
た

議
員
待
遇
者
会

○
十
月
一
日
区
長
応
接
室
に
幹
事

会
を
開
会
「
区
政
に
対
す
る
側

面
的
協
力
の
方
策
」
「
議
員
待

遇
者
会
の
運
営
」
等
に
つ
い
て

活
発
な
る
意
見
の
交
換
が
取
り

換
は
さ
れ
、
多
大
の
収
獲
を
得

る
と
共
に
近
く
議
員
待
遇
者
会

総
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
決
定

★
　
　
　
　
　★

区 の 現 勢
世
帯と人

口

10 月1 日

世
帯
　
五
八
、
六
六
二

人
口
　
二
四
三
、
八
四
四

男
　
一
二
三
、五
九
九

女
　
一
二
○
、二
四
五

前
月
よ
り
五
○
世
帯
　
四
六
八
人
増
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税
金
と
私
達
の
生
活
( 二)

都

税

の

話
　

其
の
一

従
来
地
方
公
共
団
体
は
第
一
次

的
な
財
源

と
し

て

、
公
営
事
業
収

入
を
挙
げ

、
税
収
入
は

、
第
二
次

的
に
見

て
居
り
ま
し
た
が
自
治
権

の
拡
充
に
伴

い

、
現
在
で
は
そ
の

財
政
の
幅
も
飛
躍
的
に
拡
大
さ
れ

租
税
第
一
主
義

と
な
り

、
従
つ
て

、
私
達
の
経
済

生
活
に
も

、
重
大

な
関

連
性
を
持
つ
様
に
な
り
こ
し

た

。現
在
都
税
の
種
類
は
次
の
通
り

で
あ
り
ま
す

。

1
　都
民
税

2
　
地
租

3
　家
屋
税

4
　事
業
税

5
　特
別
所
得
税

6
　入
場
税

7
　酒
消
費
税

8
　電

気
ガ
ス
税

9
　鉱
区
税

1
0
　船

舶
税

1
1
　
自
動
車
税

1
2
　軌
道
税

1
3
　電
話
加
入
権
税

1
4
　電
柱
税

1
5
　不
動
産
取
得
税

1
6
　
木
材
引
取
税

1
7
　
漁
業
権
税

1
8
　狩
猟
者
税

1
9
　
遊
興
飲
食
税

2
0
　原動
機
税

2
1
　
畜
犬
税

2
2
　
広
告
税

2
3
　接客
人
税

2
4
　
余
裕
住
宅
税

今
回
は
之
等
の
都
税
の
各
項
に

つ
い
て
御
話
を
致
し
ま
す
。

(
一
)
地
租
に
つ
い
て

地
租
は
四
月
一
日
現
在
に
於
て

土
地
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
居
る
土

地
の
所
有
者
に
対
し
、賦
課
さ
れ

る
も
の
で
、徴
収
期
日
は
毎
年
四

月
一
日
よ
り
四
月
三
十
日
迄
(
本

年
に
限
り
十
月
一
日
よ
り
三
十
一

日
迄
)
土
地
台
帳
に
登
載
さ
れ
て

あ
る
、賃
貸
価
格
の
二
・
四
倍
(

附
加
税
を
含
む
)
の
税
金
が
か

ゝ
り
ま
す
。
此
の
四
月
一
日
と
云

ふ
賦
課
期
日
は
例
へ
ば
三
月
三
十

一
日
に
売
却
し
た
土
地
に
対
し
て

は
四
月
一
日
現
在
の
所
有
者
、
即

ち
新
所
有
者
、
四
月
一
日
に
売
却

し
た
土
地
に
対
し
て
は
旧
所
有
者

に
賦
課
さ
れ
ま
す
。

之
は
こ
の
年
間
の
税
金
を
僅
か

一
日
の
違
い
で
、
旧
所
有
者
が
全

額
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

云
ふ
事
は
大
変
矛
盾
し
て
居
る
様

で
す
が
土
地
と
か
家
屋
と
か
云
ふ

不
動
産
に
対
し
て
は
、
台
帳
に
登

載
さ
れ
て
居
る
と
云
ふ
事
が
一
つ

の
条
件
に
な
つ
て
ゐ
る
為
で
あ
り

ま
す
。

土
地
台
帳
は
、
土
地
台
帳
法
で

規
定
さ
れ
た
正
本
が
税
務
署
に
あ

り
区
役
所
に
は
そ
の
副
本
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
台
帳
は
戸
籍
と
同
様

に
土
地
に
つ
い
て
の
地
籍
で
あ
り

全
て
の
民
有
地
に
対
し
て
、
地
番

、
地
積
、
賃
貸
価
格
、
等
級
、
所

有
者
、
沿
革
等
が
記
載
さ
れ
て
あ

り
ま
す
。

土
地
の
利
用

方
法
が
、
課
税

の
対
象
と
す
る
に
適
し
な
い
も
の

に
は
、
申
請
に
よ
り
免
税
さ
れ
ま

す
。即

ち
、
公
益
の
為
直
接
供
用
す

る
土
地
及
び
生
活
保
護
法
に
よ
る

生
活
扶
助
を
受
け
る
方
の
所
有
す

る
土
地
、
或
は
、
災
害
に
よ
り
収

獲
が
特
に
著
し
く
減
じ
た
田
、
畑

等
で
あ
り
ま
す
。

納
期
十
月
末
の
都
税

、
区
税

御

知

ら

せ

都
民
税
(
法
人
)

船
舶
税

自
動
車
税

電
話
加
入
権
税

原
動
機
税


